
都市計画法改正に伴う集落内
開発制度等の見直しについて
（災害リスクへの対応）

〈東区〉

熊本市 都市建設局 都市政策部 都市政策課
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本日の説明内容

〇 本市の都市計画と集落内開発制度について

〇 頻発・激甚化する自然災害について
（国説明資料より）

〇 都市計画法改正について
・法改正の概要
・災害リスクの高いエリア
・例外的な対応

〇 今後の予定
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都市計画と集落内開発制度について
・本市は、無秩序な都市の市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、

「市街化区域」「市街化調整区域」とに区分している。（都市計画法第7条）

・「市街化調整区域」の既存集落を形成している区域において、生活環境の向上や

コミュニティの維持・活性化を図るため、平成22年度に「集落内開発制度」を導入。

集落内開発制度指定区域 集落内開発制度指定区域

市街化調整区域

市街化区域
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集落内開発制度で建築可能となる用途

戸建て住宅 共同住宅

土地所有者以外の人でも建築が可能

店舗併用住宅 日用品販売店舗

日常生活に必要な店舗（コンビニ、理容店等）が可能 通常規模のコンビニや小規模なスーパーが可能

高さ10ｍ
以下

敷地面積200㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離
1ｍ以上

建ぺい率40％以下、
容積率80％以下

建築基準法上の道路

高さ9ｍ
以下

敷地面積200㎡以
上500㎡以下

外壁後退距離
1ｍ以上

建ぺい率30％以下、容積率80％以下

建築基準法上の道路（幅員４ｍ以上）

敷地の10％以
上の緑地

高さ10ｍ
以下

敷地面積200㎡以上
500㎡以下

外壁後退距離
1ｍ以上

建ぺい率40％以下、
容積率80％以下

店舗部分の床面積は150㎡以
下かつ１階の２分の１以上

敷地の10％以
上の緑地

建築基準法上の道路（幅員４ｍ以上）
（敷地外周の１/6以上接すること）

住宅部分の
延床面積は
150㎡以下

高さ9ｍ
以下

外壁後退距離1ｍ以上

幅員9ｍ以上で、歩道を有する道路
（敷地外周の1/6以上接すること）

敷地の10％
以上の緑地

建ぺい率30％以下、容積率80％以下、
延床面積500㎡以下

１戸の床面積５０㎡以上

「熊本市開発許可の基準等に関する条例」で技術要件とともに用途を定める。
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集落内開発制度の区域指定状況

秋津まちづくりセンター

画図小学校

秋津小学校

市域全体 東区
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凡例

市街化区域

集落内開発制度指定区域

東部まちづくりセンター

託麻まちづくりセンター

託麻北小学校
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頻発・激甚化する自然災害
【国土交通省説明資料 抜粋】
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きぬ

ちくま
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頻発・激甚化する自然災害
【国土交通省説明資料 抜粋】

【氾濫危険水位を超過した河川数】

約5倍



令和元年東日本台風の洪水被害の発生区域
【国土交通省説明資料 抜粋】

8



都市計画法の主な改正点【概要】

●頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリ
アでの新たな開発の抑制等による安全なまちづくり推進。

●令和4年4月1日から改正法施行。

●災害リスクの高いエリア（災害レッドゾーン、災害イエロー
ゾーン）は原則として集落内開発制度指定区域に含まないこと
となった。

●災害イエローゾーンについては、地域の実情に照らしやむを
得ない場合には、条件を付すことで、例外的に集落内開発制度
指定区域に含むことができるとされた。
（国の技術的助言より）
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都市計画法の主な改正点

●災害リスクの高いエリア（災害レッドゾーン、イエローゾーン）
集落内開発制度指定区域に、原則以下の区域を含まないこととなった。

区 域
「根拠法」
指定者

現行の規制行為等

災害レッド
ゾーン

地すべり防止区域
「地すべり等防止法」
国土交通大臣
農林水産大臣

建築や開発行為等の
規制あり急傾斜地崩壊危険区域

「急傾斜地の崩壊による災害の
防止に関する法律」
都道府県知事

土砂災害特別警戒区域 「土砂災害警戒区域等における
土砂災害防災対策の推進に関す

る法律」
都道府県知事

災害イエロー
ゾーン

土砂災害警戒区域

建築や開発行為等の
規制なし

浸水想定区域
（洪水、雨水出水、高潮）

「水防法」
国土交通大臣
都道府県知事



災害リスクの高いエリア
（災害イエローゾーン）

市街化区域

市街化調整区域

集落内開発制度指定区域

集落内開発制度指定区域

土砂災害警戒区域

洪水浸水想定区域
（想定浸水深3.0m以上）法改正に該当するエリア
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集落内開発制度指定区域における
災害リスクの高いエリア

市域全体
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凡例（抜粋）

想定浸水深 3.0ｍ以上

想定浸水深 3.0ｍ以上

集落内開発制度指定区域

〔集落内開発制度指定区域〕

東区周辺

江
津
湖

東
バ
イ
パ
ス



災害リスクの高いエリアと区域指定状況
託麻北校区

熊本IC

託麻北小学校

白川

凡例（抜粋）

想定浸水深 3.0ｍ以上

想定浸水深 3.0ｍ以上

集落内開発制度指定区域

〔集落内開発制度指定区域〕

東部中学校

吉
原
橋

県道瀬田熊本線
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災害リスクの高いエリアと区域指定状況
秋津校区

秋津川
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凡例（抜粋）

想定浸水深 3.0ｍ以上

想定浸水深 3.0ｍ以上

集落内開発制度指定区域

〔集落内開発制度指定区域〕

木山川

矢形川

秋津小学校

秋津まちづくりセンター

主要地方道 熊本高森線



災害リスクの高いエリアと区域指定状況
画図校区
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画図小学校

凡例（抜粋）

想定浸水深 3.0ｍ以上

想定浸水深 3.0ｍ以上

集落内開発制度指定区域

〔集落内開発制度指定区域〕

加勢川

環境総合センター

江津湖

木山川

浜線健康パーク



法改正の対象行為の例①

災害リスクの高いエリアにおける

・農地への新たな住宅等の建築

開発(造成)
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法改正の対象行為の例②

災害リスクの高いエリアにおける

・既存宅地への新たな住宅等の建築

新築
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今回の法改正では、原則対象外
・既存建築物の建替え
・農家住宅の建築
・分家住宅の建築 など



災害イエローゾーンへの「例外的な対応」
（土砂災害警戒区域）

●社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らし
やむを得ない場合に、例外的に区域に含むことができる条件
（以下のいずれかに該当）

✓ 土砂災害が発生した場合に、避難場所への確実な避難が可能
なエリア

✓ 土砂災害を防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災
対策が実施されたエリア

【国土交通省 技術的助言 抜粋】
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災害イエローゾーンへの「例外的な対応」
（浸水想定区域 想定浸水深3.0m以上）

・社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らし
やむを得ない場合に、例外的に区域に含むことができる条件
（以下のいずれかに該当）

✓ 洪水等が発生した場合に避難場所への確実な避難が可能な
エリア

✓ 開発許可等の際に安全上及び避難上の対策の実施
（居室の高床化、地盤の嵩上げ等）を明確にしたエリア

【国土交通省 技術的助言 抜粋】
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今後の予定

運用方針策定

パブリックコメント

開発許可基準策定・区域図

意見聴取

条例改正

地域 都市計画審議会等

来年3月まで

運用方針について意見聴取

4月以降、運用

例外的に区域に含む場合の
「地域の実情」について
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改正法 施行
令和4年4月1日

・熊本市開発許可の基準等に関する条例
・条例第5条に規定する土地の区域の指定
に関する規則



ご清聴ありがとうございました。

皆様のご意見をお聴かせください。

21


